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研究成果の概要（和文）：本研究では、(1)新自由主義が市場原理を基本とするだけでなく、そ

れに対する国家の役割が顕著であること、(2)グローバライザーによる新自由主義高等教育改革

の特徴だけでなく、その政策への各国の対応・応答、および(3)新自由主義高等教育改革の世界

的全体像とともに、日本における現状の固有性、を解明したことが成果である。同時に、(4)

本研究では「学問の自由」や「教育を受ける権利」という普遍的な原理とグローバライザーが

依拠する新自由主義との組み合わされ方のパターンを明らかにした。 

 

研究成果の概要（英文）：This research (1) ascertained that neo-liberalism was not only based 

on market fundamentals but also there is a huge interposition markets by the state. (2) It 

proclaimed not only characteristics of globalisers’ (international organization) neo-liberal 

policy but also correspondence and response to that policy of each country. (3) Furthermore, 

it clarified the global big picture of neo-liberal higher educational reforms, and accounted 

for Japanese identity. (4) It also show the pattern between universal elements such as 

“academic freedom” and “ right to education” combined with neo-liberalism which is the 

basis of globalisers. 
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較法的、法制史的、立法過程的および解釈論
的研究―政府・大学間の契約関係と『学問の
自由』との“組合せ問題”への日本的応答の
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してきた。 

 

(2)その研究のプロセスにおいて、“グローバ
ライザー”と呼称される後述の国際機構が開
発した経済発展のための処方箋の一つであ
る新自由主義高等教育政策を、貸付条件また
は加盟条件という形で直接的に、または､政
策評価を通じて間接的に受容しているとい
う共通性と、各国の置かれている条件、特に
「学問の自由」および「教育を受ける権利」
に対する帰依の強弱に基づく応答の違いを
見いだすに至った。 

 

(3)日本の高等教育法制・制度を､日本にあ
る固有の諸勢力の力学的合成の帰結とみな
し、各国比較という手法を用いてその固有性
を強調することは必要であっても十分では
なく、グローバライザーによる新自由主義高
等教育改革の各国による受容とそれへの応
答という世界共通の現象との共通性を視野
に入れなければ必要十分な研究にならない
との結論に至った。そこで、今回の研究課題
を設定することになった。 

 

 

2．研究の目的 

 本研究は、世界銀行（WB）、国際通貨基金
（IMF）世界貿易機関（WTO）、経済開発協
力機構（OECD）、などの国際経済秩序ない
しは国際貿易管理を担当する国際機構―い
わゆるグローバライザー―によって 1980 年
代から展開している新自由主義高等教育改
革プランと、それへの日本を含む各国政府お
よび各国における大学と学生の受容と応答
の共通性および固有性を、「学問の自由」お
よび「教育を受ける権利」という人権保障の
観点から､比較制度論および比較法制論の次
元において分析し、それにより、1980 年代
から世界的に進行している高等教育改革の
世界的全体像と日本の高等教育制度改革・法
制の固有の意義を明らかにすることを目的
にした。 

 

 

3．研究の方法 

 本研究は、(1)新自由主義において国家の役
割に関する規範論を提供している公共選択
論および新制度派経済学の教育政策の応用
に関する研究（＝理論研究）、(2)グローバラ
イザーの新自由主義高等教育政策に関する
研究（＝グローバライザー研究）、(3)国際貿
易体制・管理に関する法と国内法の交錯に関
する研究（＝法交錯研究）、(4)各国の受容と
応答に関する研究（＝各国比較研究）につい
て、高等教育制度・法制を分析する 5つの要
素、Ａ.大学の設置形態、Ｂ.大学管理運営組
織、Ｃ.大学評価システム、Ｄ．大学財政、

Ｅ．大学教員の地位ごとに特徴を明らかにす
る方法をとった。 
 
 (1)理論研究：新自由主義がその理論的基礎
を、国家のダウンサイジングを内容とする公
共選択論から国家統制を内在化させている
新制度経済学へと乗りかえていくプロセス
に着目し、なぜこのような乗りかえが起きた
のかを明らかにした。 
 
 (2)グローバライザー研究：ＷＢ、ＩＭＦ、
ＯＥＣＤ、ＷＴＯそれぞれについて高等教育
に関わる施策を抽出して分析した。3 年間と
制約されているので特にＷＢ、ＯＥＣＤを中
心に、後者とユネスコとの関係を含めて検討
した。 
 
 (3)法交錯研究：グローバライザーの設定す
る国際経済法が国内制度改革に相当の影響
を与えていることは既に明らかにされてい
るので、その高等教育法制におけるグローバ
ライザーの政策が国内法改正と政策にどの
ような影響を与えたかを若干明らかにした。 
 
 (4)各国比較研究：グローバライザーの影響
による高等教育の新自由主義改革は、全世界
に及んでいるが、すべてを扱うことはできな
いので、次の地域に限定した。日本、中国、
韓国、ベトナム、インドネシア（以上、アジ
ア地域）、イギリス、ドイツ、フランス（ヨ
ーロッパ地域）、ニュージーランド、アメリ
カ（北米・環太平洋地域）に焦点を当てた。 
 
 
4．研究成果 
 本研究の成果は以下の 4点にまとめられる。 
 

(1)新自由主義は「選択と自己責任」を軸に
した市場競争原理を基本とするだけでなく、
新自由主義的政策・改革を推進するために国
家が顕著な役割を果たしていることを立証
したことである。この点は特に日本における
高等教育改革の歴史的分析によって明らか
にされてきた。 
 
(2)グローバライザーによる新自由主義的

高等教育政策の特徴を明らかにしただけで
なく、その政策に対する各国での対応・応答
を明らかにし､併せてその問題点を明らかに
したことである。この点では､特に本科研費
により刊行した 2009 年度＜中間報告書＞お
よび 2010 年度＜報告書＞において見ること
ができる。ＷＢ、ＯＥＣＤおよびユネスコな
どの検討および各国比較により、明らかにさ
れている。 
 
(3)新自由主義高等教育改革の世界的全体



 

 

像（日本、アジア、ヨーロッパ等が中心だが）
を解明し、その中に日本を位置づけてその現
状の固有性を明らかにしたことである。この
成果については、大学評価学会発行のシリー
ズ「大学評価を考える」第 3 巻：『大学改革・
評価の国際的動向』晃洋書房、2011 年 4 月
刊で見ることができる。各国の高等教育改革
のなかで大学評価制度がどのような位置と
役割を担わされているかを明らかにし、新自
由主義高等教育改革のパーツとしての大学
評価の問題を解明している。 
 
以上の 3つの成果は本研究のオリジナルな

ものといえよう。 
 
(4)これらを通じて第四に本研究では「学問

の自由」および｢教育を受ける権利｣という普
遍的な原理とグローバライザーが依拠する
新自由主義との組合わされ方のパターンを
明らかにしたことである。そこでは、ヨーロ
ッパ系に比べてアジアにおける学問の自由
と自治や「教育を受ける権利」に対する考え
方、言い換えれば人権保障に対する考え方に
いわば「アジア的特色」ともいうべき違いが
あることが明らかになったことである。 
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